
原子力災害等復興基金（創薬勘定）について 

 

医療福祉機器・創薬産業拠点整備事業費補助金交付要綱（制定：２４・０２・０３財製

第３号、改正：２０２１０３０１財商第１号、改正：２０２３０３２２財商第６号）第

７条第１項に基づき、「原子力災害等復興基金（創薬勘定）」の基本事項について、以

下のとおり公表します。 

 

１ 基金の名称 

 原子力災害等復興基金（創薬勘定） 

 

２ 基金の額 

  ２５，７９９，６４８，０００円（平成２３年度） 

   ２，９９７，７３６，０００円（令和３年度） 

   ２，３２７，７６４，０００円（令和４年度） 

   ２，０２１，０００，０００円（令和５年度） 

   １，９９８，０００，０００円（令和６年度） 

     ６５４，１９６，０００円（令和７年度） 

 計３５，７９８，３４４，０００円 

 

３ 基金の額のうち国庫補助金等相当額 

 経済産業省：医療福祉機器・創薬産業拠点整備事業費補助 

  ２５，７９９，６４８，０００円（平成２３年度） 

   ２，９９７，７３６，０００円（令和３年度） 

   ２，３２７，７６４，０００円（令和４年度） 

   ２，０２１，０００，０００円（令和５年度） 

１，９９８，０００，０００円（令和６年度） 

  ６５４，１９６，０００円（令和７年度） 

 計３５，７９８，３４４，０００円 

 

４ 復興事業の概要 

（１）復興事業名 

   福島医薬品関連産業支援拠点化事業 

（２）復興事業の内容 

  ・東日本大震災からの復興の基本方針を受け、福島県内における医薬品関連産業の

創出・集積に向け、福島県立医科大学を中心に整備された医薬品等の開発拠点

（医療-産業トランスレーショナルリサーチセンター（ＴＲセンター））におけ

る新たな創薬基盤技術を用いた研究開発の取組を支援し、福島県の復興に貢献す

る。 



  ・創薬に有効な「天然ヒト抗体遺伝子クローニング」、「タンパク質マイクロアレ

イ」の 2つの基盤技術を元にした新たな医薬品関連産業を創出するとともに、浜

通り地域等における医薬品関連産業の集積を推進する。 

 

（３）復興事業の期間 

   １５年間 

 

５ 基金事業を終了する時期 

  令和８年３月３１日（予定） 

 

６ 定期的な見直しの時期 

  毎年度末 

 

７ 基金事業の目標 

 ・ＴＲセンター関係の人材によるベンチャー企業等の育成・支援により雇用を創出・ 

拡大する。 

 ・医薬品関連産業拠点化事業の成果の浜通り地域等への波及と、研究機関、企業等の 

進出促進を図る。 

 

８ 基金残高の保有割合（基金事業に要する費用に対する保有基金額等の割合） 

  保有割合   

   ０．００ 

  計算式    

保有割合＝①１，８０９，２９６円÷②６５４，４３６，０００円 

  各項の内容及び積算根拠 

①直近年度末（令和６年度）の基金残高 ：  １，８０９，２９６円 

   ②基金事業に要する費用（令和７年度） ：６５４，４３６，０００円 

 

 


